
日時： 令和６ 年４ 月２ ４ 日（ 水） １ ３ 時～１ ５ 時 

場所： 三次市福祉保健セン タ ー ４ 階ふれあ いホ ール 

 

１  開 会 

 

 

２  あ いさ つ 

 

 

３  議事 

⑴  策定委員会委員長， 副委員長の選任について  

⑵  三次市立十日市小・ 中学校等改築基本構想・ 基本計画の策定について  

 

 

４  閉会 

 

 



 資料１  

三次市立十日市小・ 中学校等改築基本構想・ 基本計画策定委員会 委員名簿 

 

事務局 

所  属 氏 名 連 絡 先 

教育委員会 教育長 迫田 隆範 

〒728-8501 

三次市十日市中二丁目 8 番 1 号 

三次市教育部教育企画課 

TEL： 0824-62-6412 

FAX： 0824-62-6288 

教育委員会教育部 次長 豊田 庄吾 

教育部教育企画課 課長 渡部 真二 

教育部教育企画課教育企画係 係長 今井 雅英 

教育部教育企画課教育企画係 主任主事 黒瀨 直也 

教育部教育企画課教育企画係 専門員 坂井 泰司 

教育部教育企画課教育企画係 専門員 曲田 憲司 

教育部学校教育課 課長 藤本裕佳里 

教育部学校教育課教育指導係 係長 信田 育実 

教育部学校教育課教育指導係 主査 山本 和典 

建設部都市建築課 課長 熊谷 宏惣 

建設部都市建築課建築指導係 係長 山田 真司 

建設部都市建築課建築指導係 主任主事 仲  大輝 

№ 氏  名 所  属 専門部会 備  考 

1 朝倉  淳 広島大学 名誉教授 学校あり 方部会 
教育分野に関する 学識経験

者 

2 栗﨑 真一郎 
広島工業大学 

工学部建築工学科 教授 
学校あり 方部会 

建築分野に関する 学識経験

者 

3 古本 宗久 三次市立十日市小学校長 学校・ PTA部会 三次市立十日市小学校長 

4 藤井 清美 三次市立十日市中学校長 学校・ PTA部会 三次市立十日市中学校長 

5 田原 岳治 
三次市立十日市小学校Ｐ Ｔ Ａ

会長 
学校・ PTA部会 

三次市立十日市小学校の保

護者を代表する 者 

6 新田 洋司 
三次市立十日市中学校Ｐ Ｔ Ａ

代表 
学校・ PTA部会 

三次市立十日市中学校の保

護者を代表する 者 

7 岩瀧 真紀 三次市十日市保育所長 学校・ PTA部会 三次市十日市保育所長 

8 細川 喜一郎 
十日市中学校区学校運営協議

会 
学校・ PTA部会 

十日市中学校区学校運営協

議会を代表する 者 

9 道原 愛二郎 十日市自治連合会長 
地域・ 生涯学習部

会 

十日市自治連合会を 代表す

る 者 

10 江草 久幸 十日市一区自治会長 
地域・ 生涯学習部

会 
地域住民を代表する 者 

11 福岡 賢治 
十日市二区常会連絡協議会副

会長 

地域・ 生涯学習部

会 
地域住民を代表する 者 

12 槙原 祐美 
Lupi ne（ カッ ペマ編集事務所）

代表 

地域・ 生涯学習部

会 

情報発信に関する 知見を 有

する 者 

13 宮脇 有子 三次市教育部長 学校あり 方部会 三次市教育部長 



 資料１  

 

アド バ

イ ザー 

所  属 氏 名 連 絡 先 

大旗連合建築設計株式会社 

企画部 部長 
岡田 寛 

〒730-0051 

広島市中区大手町三丁目 8 番 24 

号 

大旗連合建築設計・ パシフィ ッ

ク コ ンサルタ ンツ共同企業体 

TEL： 082-244-3734 

FAX： 082-244-2642 

    同 上 

企画部 次長 
柴崎 厚美 

    同 上 

設計部 課長 
和泉 有祐 

    同 上 

設計部 主任 
乃美 安紀穂 

    同 上 

設計部 担当 
池本 航大 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

大阪ＳＩ事業部 プロジェクト推進室 室長 
有田 義隆 

    同 上 

大阪ＳＩ事業部 建築・都市設計室 課長補佐 
星山 宣之 

    同 上 

大阪ＳＩ事業部 建築・都市設計室 技術主任 
高橋 充 

 



資料２

第１回　策定委員会　配席図

　　　　　　　　　　令和6年4月24日（水）13：00～15：00

　　　　　　　　　　三次市福祉保健センター4階ふれあいホール

受　付

宮脇　有子

事務局

朝倉　淳

古本　宗久

田原　岳治

岩瀧　真紀 細川　喜一郎

新田　洋司

江草　久幸

広島大学
名誉教授

広島工業大学
工学部建築工学科
教授

三次市立
十日市小学校長

三次市立
十日市中学校長

三次市立
十日市小学校
ＰＴＡ会長

三次市立
十日市中学校
ＰＴＡ代表

藤井　清美

栗﨑　真一郎

三次市
十日市保育所長

十日市中学校区
学校運営協議会

十日市
自治連合会長

十日市一区
自治会長

三次市教育部長

道原　愛二郎

十日市二区常会
連絡協議会副会長

福岡　賢治 槙原　祐美
Lupine（カッペマ
編集事務所）
代表

傍聴席



 資料３   

三次市立十日市小・ 中学校等改築基本構想・ 基本計画策定委員会設    

置要綱  

 

（ 設置）  

第１ 条 市は， 三次市立十日市小学校， 三次市立十日市中学校等の建替え に関す

る 基本構想及び基本計画の策定に当た り ， 関係者の意見や考え 方を 幅広く 反映

さ せる た め， 三次市立十日市小・ 中学校等改築基本構想・ 基本計画策定委員会

（ 以下「 委員会」 と いう 。） を 設置する 。  

 （ 所掌事務）  

第２ 条 委員会は， 次の各号に掲げる 事項を 所掌する 。  

 ⑴ 基本構想案の策定に関する こ と 。  

 ⑵ 基本計画案の策定に関する こ と 。  

 ⑶ 前２ 号に掲げる も ののほか， 委員会が必要と 認める 事項 

 （ 組織）  

第３ 条 委員会は， 委員１ ５ 人以内を も っ て 組織する 。  

２  委員は， 次に掲げる 者のう ち から ， 三次市教育委員会（ 以下「 教育委員会」

と いう 。） が委嘱又は任命する 。  

 ⑴ 教育分野に関する 学識経験者 

 ⑵ 建築分野に関する 学識経験者 

 ⑶ 三次市立十日市小学校長 

⑷ 三次市立十日市中学校長 

 ⑸ 三次市立十日市小学校の保護者を 代表する 者 

⑹ 三次市立十日市中学校の保護者を 代表する 者 

 ⑺ 三次市十日市保育所長 

 ⑻ 十日市中学校区学校運営協議会（ コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ール準備委員会を 含

む。） を 代表する 者 

 ⑼ 十日市自治連合会を 代表する 者 

 ⑽ 地域住民を 代表する 者 

 ⑾ 情報発信に関する 知見を 有する 者 

 ⑿ 教育部長 



 

 ⒀ 前各号に掲げる も ののほか， 教育委員会が必要と 認める 者 

 （ 任期）  

第４ 条 委員の任期は， 委嘱又は任命の日から 基本構想・ 基本計画の策定が完了

する 日ま でと する 。  

 （ 委員長及び副委員長）  

第５ 条 委員会に， 委員長及び副委員長を 置く 。  

２  委員長及び副委員長は， 委員の互選によ り 選出する 。  

３  委員長は， 会務を 総理し ， 委員会を 代表する 。  

４  副委員長は， 委員長を 補佐し ， 委員長に事故があ る と き は， そ の職務を 代理

する 。  

 （ 会議）  

第６ 条 委員会の会議は， 委員長が招集し ， その議長と な る 。  

２  委員会は， 委員の過半数の出席がな け れば， 会議を 開く こ と ができ な い。  

３  委員会の議事は， 出席し た 委員の過半数で決し ， 可否同数のと き は， 委員長

の決する と こ ろ によ る 。  

４  委員長は， 必要があ る と 認める と き は， 通信回線を 用いた 電子計算機そ の他

の情報機器によ り ， 映像と 音声の送受信によ り 相手の状態を 相互に認識し な が

ら 通話を する こ と ができ る 方法（ 以下「 オン ラ イ ン 」 と いう 。） によ り 会議を

開く こ と ができ る 。  

５  オン ラ イ ン によ る 会議におけ る 第２ 項及び第３ 項の規定の適用について は，

オン ラ イ ン によ り 参加し た 委員を 会議に出席し た も のと みな す。  

６  委員長は， 必要があ る と 認める と き は， 会議に委員以外の者の出席を 求め，

意見若し く は説明を 聴き ， 又は必要な 資料の提出を 求める こ と ができ る 。  

 （ 専門部会）  

第７ 条 第２ 条に規定する 所掌事務に関し ， 委員会に分科会と し て 次の専門部会

（ 以下「 部会」 と いう 。） を 置き ， 委員は１ 以上の部会に属する も のと する 。  

 ⑴ 学校あ り 方部会 

 ⑵ 学校・ Ｐ Ｔ Ａ 部会 

 ⑶ 地域・ 生涯学習部会 

 ⑷ 庁内部会 



 

２  部会に， 部会長を 置き ， 各部会において 互選する も のと する 。  

３  部会長は， 委員長の承認を 得て 部会を 随時招集し ， そ の内容を 委員会に報告

する 。  

４  部会長は，必要があ る と 認める と き は，会議に部会員以外の者の出席を 求め，

意見若し く は説明を 聴き ， 又は必要な 資料の提出を 求める こ と ができ る 。  

５  部会に関し 必要な 事項は， 委員長が別に定める 。  

 （ 報告）  

第８ 条 委員会は， 基本構想案及び基本計画案の策定を 教育長に報告する も のと

する 。  

 （ 報償費）  

第９ 条 委員が委員会の会議に出席し た と き の報償費は， 三次市報償費支払い基

準に基づき 支給する 。  

２  委員が部会の会議に出席し た と き は， 第３ 条第２ 項第１ 号及び第２ 号の委員

を 除き ， 報償費を 支給し な いも のと する 。  

（ 庶務）  

第１ ０ 条 委員会の庶務は， 教育部教育企画課において 処理する 。  

２  委員会の庶務を 行う た め， 必要に応じ て ア ド バイ ザーを 置く こ と ができ る 。 

（ その他）  

第１ １ 条 こ の告示に定める も ののほか， 委員会に関し 必要な 事項は， 教育委員

会が別に定める 。  

附 則 

 （ 施行期日）  

１  こ の告示は， 令和６ 年４ 月１ ８ 日から 施行する 。  

 （ 最初の会議）  

２  こ の告示の施行の日以後， 最初に開催さ れる 委員会の会議は， 第６ 条第１ 項

の規定にかかわら ず， 教育長が招集する 。  
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学校あり方部会

学校・PTA部会

地域・生涯学習部会

10月

策定委員会・専門部会スケジュール 資料６

専
門
部
会

スケジュール

令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月

策定委員会

周辺エリア

教育
コンセプト 機能プラン

顔合わせ 配置検討

▼

防災・地域
との連携

まちづくりと
学校

基本構想(案)の提示

配置計画・機能プラン
周辺エリアの在り方

進め方の共有 基本計画(原案)の提示

機能プラン
顔合わせ

顔合わせ

防災・地域
との連携

必要諸室

配置検討
必要諸室

W SW S

W S

基本構想・基本
計画（案）報告

第1回 4/24(水)

4/24(水)

4/24(水)

4/24(水)

第1回 5/24(金)

第1回 5/23(木)

第1回 5/24(金)

第2回 6/5(水)

第2回 7/23(火)

第2回 7/24(水)

第2回 7/24(水)

第3回 8/5(月)

第3回

10/1(火)

第3回

10/2(水)

第3回

10/2(水)

第4回

10/15(火)
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日時：令和６年６月５日（水）１４時～１６時 

場所：三次市役所 本館３階会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 経過 

 ・5/23（木）10 時～12 時 第１回学校あり方部会 

 ・5/23（木）13 時～14 時 第１回庁内部会 

 ・5/24（金）18 時～20 時 第１回学校・ＰＴＡ部会，地域・生涯学習部会 

 

４ 議事 

 ⑴ 基本構想の検討について 

 

 

５ その他 

 

 

 

６ 閉会 

 

 



 資料１  

三次市立十日市小・中学校等改築基本構想・基本計画策定委員会 委員名簿 

 

事務局 

所  属 氏 名 連 絡 先 

教育委員会 教育長 迫田 隆範 

〒728-8501 

三次市十日市中二丁目 8 番 1 号 

三次市教育部教育企画課 

TEL：0824-62-6412 

FAX：0824-62-6288 

教育委員会教育部 次長 豊田 庄吾 

教育部教育企画課 課長 渡部 真二 

教育部教育企画課教育企画係 係長 今井 雅英 

教育部教育企画課教育企画係 主任主事 黒瀨 直也 

教育部教育企画課教育企画係 専門員 坂井 泰司 

教育部教育企画課教育企画係 専門員 曲田 憲司 

教育部学校教育課 課長 藤本裕佳里 

教育部学校教育課教育指導係 係長 信田 育実 

教育部学校教育課教育指導係 主査 山本 和典 

建設部都市建築課 課長 熊谷 宏惣 

建設部都市建築課建築指導係 係長 山田 真司 

建設部都市建築課建築指導係 主任主事 仲  大輝 

№ 氏  名 所  属 専門部会 備  考 

1 
【委員長】 

朝倉  淳 
広島大学 名誉教授 

【部会長】 

学校あり方部会 

教育分野に関する学識

経験者 

2 
【副委員長】 

栗﨑 真一郎 

広島工業大学 

工学部建築工学科 教授 
学校あり方部会 

建築分野に関する学識

経験者 

3 古本 宗久 三次市立十日市小学校長 学校・PTA 部会 
三次市立十日市小学校

長 

4 藤井 清美 三次市立十日市中学校長 学校・PTA 部会 
三次市立十日市中学校

長 

5 田原 岳治 
三次市立十日市小学校ＰＴＡ

会長 
学校・PTA 部会 

三次市立十日市小学校

の保護者を代表する者 

6 新田 洋司 
三次市立十日市中学校ＰＴＡ

代表 
学校・PTA 部会 

三次市立十日市中学校

の保護者を代表する者 

7 岩瀧 真紀 三次市十日市保育所長 学校・PTA 部会 三次市十日市保育所長 

8 細川 喜一郎 
十日市中学校区学校運営協議

会長 

【部会長】 

学校・PTA 部会 

十日市中学校区学校運

営協議会を代表する者 

9 道原 愛二郎 十日市自治連合会長 
【部会長】 

地域・生涯学習部会 

十日市自治連合会を代

表する者 

10 江草 久幸 十日市一区自治会長 地域・生涯学習部会 地域住民を代表する者 

11 福岡 賢治 
十日市二区常会連絡協議会副

会長 
地域・生涯学習部会 地域住民を代表する者 

12 槙原 祐美 
Lupine（カッペマ編集事務所）

代表 
地域・生涯学習部会 

情報発信に関する知見

を有する者 

13 宮脇 有子 三次市教育部長 学校あり方部会 三次市教育部長 
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アドバ

イザー 

所  属 氏 名 連 絡 先 

大旗連合建築設計株式会社 

企画部 部長 
岡田 寛 

〒730-0051 

広島市中区大手町三丁目 8番 24 

号 

大旗連合建築設計・パシフィッ

クコンサルタンツ共同企業体 

TEL：082-244-3734 

FAX：082-244-2642 

    同 上 

企画部 次長 
柴崎 厚美 

    同 上 

設計部 課長 
和泉 有祐 

    同 上 

設計部 主任 
乃美 安紀穂 

    同 上 

設計部 担当 
池本 航大 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

大阪ＳＩ事業部 プロジェクト推進室 室長 
有田 義隆 

    同 上 

大阪ＳＩ事業部 建築・都市設計室 課長補佐 
星山 宣之 

    同 上 

大阪ＳＩ事業部 建築・都市設計室 技術主任 
高橋 充 

 



資料２

WSテーマ カテゴリ 内　　容 備　　考

1 小学校敷地グラウンド間の道は人の出入りが気になる

1
昔からセキュリティがない。先生が管理しきれない。
生活道をなくすのは不便？

1 門扉がしまらない

2 グラウンド色々な人が通る

1
いろんな地域が利用しに来るのは問題ない
鍵とかの管理をもっと簡単にしてほしい　電子キーなど

2
グラウンドの排水、水はけが悪い。改築の際は意識して直
してほしい

3 中学校グラウンドがせまい。

1 運動会できるほどの大きさがない

1 プールが小さくて古い

1 十日市プールを駐車場にしてはどうか

1 駐車場がせまい

3 駐車場が少ない（小学校）

1 商業施設　駐車場利用苦情

1 駐車場から学校まで段差がたくさんある

1 図書館の充実

1 小学校の階段が急勾配

2 校舎がバリアフリーに対応していない

1
ロッカーが小さい。持ち物に溢れている。タブレットに
なっても同じ

1 トイレ洋式化が進んでほしい（小学校）

1 市民体育館の管理状況が、、、夜間利用など

1 体育館トイレせまい

1 一つの体育館にすると市立？学校？

1 体育館の利用方法を検討したい

1 体育館　雨漏り（小学校）

1 市体育館を市民が利用する時、申請が必要

1 中学校体育館が暗い

1 市民の体育館の利用　出入りが難しい

1 中学校前が危険（道路）

3 一方通行多く、不便　中学校前etc

2 送迎時の車の出入り困難

1 十日市小学校の門の坂が嫌（河川敷との動線）

1 小中の敷地間に歩道橋を設置すればいいのでは？

1 街道の大型車の侵入の禁止

1 十日市保育園前　交差点　夕方に混む

1 中学体育は移動が大変

1 動線が混雑している

1 歩くのが難しい　アップダウンが激しい　小学校河川敷側

1 通学路が狭い

1
通学路の塀が危ない　暗い　極端に狭い　覚善寺と中学校
の間

1 近隣の方　病院に対し騒音になっている

意見数

第１回　学校・ＰＴＡ部会，地域・生涯学習部会　意見リスト

1.十日市
小中学校
に関する
現場の
ニーズや
課題につ
いて

6

2

6

5

9

14

2

6
セキュリ
ティ

グラウンド

プール

駐車場

学校施設

体育館

周辺の道
通学・移動

その他



資料２

WSテーマ カテゴリ 内　　容 備　　考意見数

4 異学年が主体的に交流できる場

2 ランチルームでみんなで食事（交流）

1 サークル活動ができる空間

6 広い空間で学べるフリースペース、フリーアドレス

1 主体性のある創作ができる環境がほしい

1 ICTに対応した教室

1 多目的室を柔軟に使いたい

1 プレゼンできるような場所

1 本を読む機会を作る場

1 体育館の空調設備を充実させてほしい　換気扇すらない

1 男女別の更衣室

1 吹き抜けの空間をつくる

2 児童・生徒数を考えた校舎の作り方（フレキシブル）

1 自然の通風　網戸

1 のびのびした広さ　明るさを確保

1 50年先を見越したトイレ（におわない、わからない）

1 1人に1つロッカーをつくる

1 エレベーター　バリアフリー

1
同一敷地に建てるとしても、体育館は２か所ないと利用
者・授業で困るか

1 体育館１つで大きなものを２F建てで講堂も兼ねて

1 耐久性　補修しやすい施設

1 屋上カフェテラス（折り鶴タワーのような）

1 学校に行けない子が気軽に来れるサポートルーム

1 昔の保健室のような逃げ場となる場所

2
小中一貫＋コミュニティスクール
現在の２つ→１つとなって空いたスペースを有効活用した
い

1 お年寄りと子どもの接点

2 学校の周りに自治連を持ってくる

1 ネットで海外とつながる

1 地域の方が児童を教えてくれる（立ち寄る場）

3 送迎の車　バスを考慮した計画

1 借りやすい体育館を設置→車が入るロータリー送迎

1 敷地内外の安全な交通動線

1 土手から学校へアクセスしたい

1 分りやすい通学路に

1 ターミナル（バス）を作ってもいいのでは？

1 バス通学を見据えて歩者分離

1
思い出に残る学校を作ってほしい。上空から見て特徴的な
建物をつくってもらいたい。
わくわくできるような　「十日」を学校の形体にするetc

1 桜並木を活用

1 船着き場を学校の２階につくる(内水の危険）

1 学校、体育館を避難所に

1 水門、水壁をつくる

1 覚善寺前の通りの幅を広げ、分断をなくす

1
防災を考えてピロティをつくる　日陰等　子供のための場
所

1 教育的にも川を見せたい

2 駅前は内水でつかる→ポンプアップ

1 職員のためのカフェスペース

1 職員室のフリーアドレス

1 駐車スペースの有効活用

1 昔は、駄菓子屋さんに人が集まっていた

1 市民体育館を学校の体育館に参考になる体育館を見に行く

2

11

9

2

7

14

7

3

学校内での
交流

学校施設、
設備

学びの場

心のケア

地域と学校
の関係

動線計画、
交通

8

2

心にのこる
学校のイ
メージ

２.新し
い学校に
取り入れ
たいこと

防災、避難

職員のため
の場づくり

その他



資料２

WSテーマ カテゴリ 内　　容 備　　考意見数

1 建物の下に一時貯水

1 災害時にライフラインなど自立可能に

浸水対策 3 3
水害のこと
越水を想定しておかないと安全性が確保できない。
１階を上げたほうがよいのでは？

1
災害の種類によって必要な設備は違う
危険性は少なからずあるので、確実に安全な所へ避難すべ
き

2 47豪雨の時、学校に避難しなかった

1 保育所が高所に避難できる場

1 物資を配給する場

1 高齢者が避難しやすいことを考える

1
小学校校舎は川と近いから実際に避難場所として使える？
物資とか運搬できない

1 避難場所としてどのような設備機能を必要とするのか

1 避難施設の見える化が必要

1 避難通路　通学時の安全

1 日常使いのものに防災グッズを組み込ませる

1 抜き打ち防災訓練

3. 防災
上の位置
づけ

2

10

その他

貯水機能

避難所、経
路

2



資料２

WSテーマ カテゴリ 内　　容 備　　考意見数

1 西覚寺で塾をやっている

1 お寺との連携

1 学校以外　地域での体験

1 コミセン（十日市）でいろいろな取り組みをやっている

1 自治会事務所ルームを使って学校とつながる

1 子育て世代が集まる場所を学校につくる

1 誰でも使えるグラウンド→今後も継続

1 地域と学校が図書館を使う

1 主体性→地域とのつながり

1 市民が通れる道が欲しい

1
将来的に地域が使用できるようなカフェとか併設してあ
る。安全は確保した状態で

1
児童、生徒がいない人も学校に寄れるだけできっかけがで
きる

1 コミュニティスクールを普段から利用

1 声を掛け合うことで助け合いが始まる

1 子どもの居場所をつくる

1 公共施設と自治体の良い関係

1
遠い地域の子どももバス停で来るようになるだろう
お金の使い方をもっと考えないと

1
地域のアクセスが容易にすればいいのでは？
校門近くに体育館を置くとか？

1 地域と思い出があるから帰ってくる

1 街に係わる仕組みをつくる（児童・生徒が）

1 思い出になるもの（卒業生にも）をつくる→桜とか

1 盆踊りをしていた

1 盆踊り→クレームくる　音の問題

その他 1 1
中学校をまとめるという考えは？
作木、布野、君田とか
子どもの将来推移を検討しないと

意見総数

4.地域と
の関係

2

生涯学習

地域の方の
学校施設利
用

コミュニ
ティスクー
ル

交通体系

記憶

156

地域のイベ
ント

日常のコ
ミュニケー
ション

4

7

2

3

2

3
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三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 
 

 

 

1. 基本構想の背景と目的等 

 

1 . 1  背 景 

三次市では、学校施設の老朽化対策を着実かつ計画的に実施するため、令和２年度に文

部科学省の示す基準に基づき各学校の劣化状況調査を行い、令和３年１１月には「過疎地域

持続的発展計画( 過疎計画) に基づく主要事業の実施について」において、小中学校の老朽

化対策事業に係る方針を示しました。この方針に基づき、校舎健全度数値の低い学校から

改築を進めているところであり、十日市小学校の校舎健全度は２番目、十日市中学校は６番

目に低いことから、施設一体型での整備も含めた検討を進めていくものです。 

この基本構想は、児童生徒の良好な学習環境や生活環境を確保するため、十日市小学校

及び十日市中学校の改築並びに周辺公共施設との連携等、エリアの今後のあり 方も含め、

整備に関する考え方について整理し、今後の基本計画や基本設計、実施設計に反映するた

めに策定するものです。 

 

1 . 2  目 的 

児童生徒が よ り 安全・安心に学校生活を 送る ため の 十日市小・中学校等改築

事業を 進め る に当たり 、新たな学校施設の規模や事業ス ケジュ ールを 設定する た

めの与条件の整備を行う こと で、事業者が設計業務等を速やかに行える こ と を目的

に基本構想を整備します。 

本基本構想では、十日市小・中学校等の現状や課題、基本理念や方針について

示していま す。 
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三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 
 

 

1 . 3  上 位 計 画 等 の 整 理 

【策定基準】 

本基本構想は、「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について（文部科学

省）」、「みよし未来共創ビジョ ン( 三次市総合計画) 」、「みよし学びの共創プラン( 三次市

教育大綱・三次市教育振興基本計画) 」、「過疎地域持続的発展計画( 過疎計画) に基づ

く主要事業の実施について」等の上位・関連計画を踏まえて策定するも のとします。 

 

 

国では、文部科学省において、１人１台端末環境のもと、個別最適な学びと協働的な学

びの一体的な充実等に向け、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り 方及び推進

方策について有識者会議で議論を進め、報告書として取り まとめられました。同報告書

では５つの姿の方向性が示されています。 

① 学び  

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向け、柔軟で創造的な学習空

間を実現 

② 生活 

新しい生活様式を踏まえ、健やかな学習・生活空間を実現 

③ 共創 

地域や社会と連携・協働し、ともに創造する共創空間を実現 

④ 安全 

子供たちの生命を守り抜く、安全・安心な教育環境を実現 

⑤ 環境 

脱炭素社会の実現に貢献する、持続可能な教育環境を実現 

 

 

本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための最も基本となる計画で

あり、教育の施策分野については、以下のよう に定めています。 

① 施策１  

子どもが高い志をもち、夢や目標に向けて挑戦するために必要な力の育成 

2 



三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 
 

 

 

② 施策２ 

多様な人々とつながり 、次代を担う 自覚が育つ学校づくり  

③ 施策３ 

子どもの創造性を育む豊かな学びの環境づくり  

 

 

主体的、創造的に持続可能な三次を実現するひとづくり を着実に進めていくために、

本市の教育のめざすべき姿と進むべき方向性を定め、中期的かつ総合的な展望を持

ち、本市の教育行政を計画的・体系的に進めるため、三次市教育大綱・三次市教育振

興基本計画を一体的に策定したものです。 

・教育大綱における基本理念 

高い志をもち 夢や目標に向けて挑戦し 自立を図るとともに 

多様な共創により  住み続けたいまち三次を実現する 

心豊かで たくましい ひとづくり 

・教育振興基本計画におけるスローガン及び方向性 

ア スローガン 「みよし結芽人 ～幸輝心～」 

イ 方向性 「自立」「共創」「ウェルビーイング」「情報発信」「ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫ ﾒー ｼーｮﾝ」 

 

 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和3 年度～令和12 年度）の

期間に、市民の暮らしに密着した社会資本を計画的に整備していくための方針を示し

たものです。

     ●施設整備にあたり考慮すべき視点 

・「公共施設等総合管理計画に基づく視点」 

建築年数や劣化状況とあわせて、真に必要なサービスを持続可能なも のにするた

め、公共施設等の適切な規模やあり方を見直し、財政負担の軽減・平準化を図る。 
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三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 
 

 

・「事業効果の視点」 

各事業内容を踏まえて、各事業の質の向上につなげるととも に、効率的に事業化を

進める。 

・「財政運営の視点」 

中長期的な視点に立って、限られた財源を必要性・優先性の高い施策・事業に振り

向けるという 「選択と集中」の観点をより一層明確にし、持続可能な財政運営を確立す

る。 

・「利用者の視点」 

各施設の利用者の利便性を考慮し現在地での建替えを基本とし、安全・安心な施

設整備に努める。 

●学校施設の改修・建替えの進め方 

学校施設の改修・建替えについては、次の点を考慮し進めるととも に、整備を行う

学校については個別に実施計画等を示します。 

ア 改修・建替え等の優先順位は、原則として、築年数や学校施設の劣化状況調査結

果に基づき決定します。一つの学校で築年数が異なる複数の建物がある場合は、

学校施設全体として総合的に判断します。 

ただし、緊急性の高い工事や安全確保に関わる工事は最優先で実施し、子ども

たちの安全・安心な教育環境を確保します。 

イ 学校施設建替えの際は、単に老朽化対策にとどまらず、学校施設の機能改善、学

校規模適正化の視点からも 検討し、効率性や事業効果を総合的に考え進めていき

ます。 

ウ 財政状況及び事業量等を勘案し、計画的かつ確実に事業を実施するため、事業

が特定の年度に集中することがないよう 平準化を図り ます。 

エ 財源については、補助金等の特定財源を最大限活用できるよう 配慮します。 

●改修・建替えの基本単位 

学校施設の多くは増築を繰り 返し現在に至っており、一つの学校でも築年数の異な

る棟で構成されています。各棟の築年数や老朽化の状況、敷地形状や校舎・体育館の

配置、学校運営上の事情、財政状況などを勘案し、学校ごとに最も適切な単位で効率

的な改修・建替えの計画を立てることとします。 
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また、本市では小学校と中学校の児童生徒の学びや育ちを、義務教育９年間を一つの

期間として捉え、平成２３年度から小中一貫教育を進めています。この取組をより 一層進

めていくためには、学校のあり 方も 大きな要素の一つであると考えられます。施設一体

型での小中一貫教育校（義務教育学校）の設置は、小学校と中学校の「縦のつながり 」を

創るための有効な手段の一つであることから、同校区内で同時期に小学校及び中学校

の建替え等を検討する時期に至っている学校については、小中一貫教育校（義務教育

学校）設置の可能性についても柔軟に検討していきます。 

 

 

本市の公共施設等の管理に関する方向性について定めた計画であり 、学校教育系

施設における管理に関する基本方針（一部抜粋）では、以下のよう に定めています。 

・同校区内で同時期に小学校及び中学校の建替え等を検討する時期に至っている学

校については、小中一貫教育校( 義務教育学校) 設置の可能性について検討します。  
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三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 

 

 

2. 現状課題の把握、抽出 

2 . 1  現 十 日 市 小 ・ 中 学 校 の 現 状 ・ 課 題 等 

十日市小学校は昭和５４年、十日市中学校は昭和４８年、十日市体育館は昭和４３年

の建築であ り 、いずれも 竣工から ４０年以上経過しており 、施設の劣化が進んでい

る 状況です。耐震補強は行われてい る も のの、近年の教育内容の進展や社会的

な変化、生活様式の変化等に対応する ため には、多様な学習形態や弾力的な活

動を 可能にする と と も に、ＩＣ Ｔ環境の充実等、良好な施設環境の確保が必要と な

っており 、建物の全面的な改築が必要です。 

 

現在の少子化の状況を 踏ま える と 、今後、児童生徒数は確実に減少していき ま

す。児童生徒数が減少する 一方で 、特別な配慮を 必要と する 児童生徒数は増加

傾向にあ る こ と か ら 、多様な児童生徒の状況に、柔軟に対応で き る 学校づく り を

考える 必要があ り ます。 

 

中心市街地に立地する 、市内で最も 児童生徒数の多い学校で あ り 、周囲には

多く の住居が 密集し てい ま す。また 、河川に近接し 、洪水想定区域内に立地し て

いま す。 

令和３ 年１１月に示し た「過疎地域持続的発展計画に基づく 主要事業の実施に

つい て 」の 中で 、施 設整備 に当 たっての 視点の １つと し て、「 各施設の 利 用者 の

利便性を 考慮し 現在地での建て替えを 基本と し 、安全・安心な施設整備に努め

る 」と し てい ま す。 

十 日市 小 ・ 中学 校 の改 築 に当 た って も 、学 校施 設を 整備 する こ と が で き る 敷

地面積が あ る こ と 、児童生徒の 通学距離や学校周辺施設と の連携、災害時にお

け る 地域 の避 難所と し ての 役 割な ど を 考慮する と 、現在 地 を 活用し た 建替 えと

し 、安全・安心な施設整備に努め ま す。 
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三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 
 

 

 

2 . 2  十 日 市 小 ・ 中 学 校 の 施 設 概要 
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三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 
 

 

 

 

【法規制等の条件】 

・用途地域  第一種住居地域 

・建ぺい率／容積率  ６０％／２００％ 

・防火地域  指定なし（建築基準法第２２条地域） 

・日影規制  高さ が１０m を超える場合該当 
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三次市立十日市小・中学校等改築基本構想 
 

 

 

2 . 3  児 童 生 徒 数 ・ 職 員 数 

令和６年５月１日現在、ク ラス数2 1（う ち特別支援学級３）、児童数５４４人、職員数４８人と

なっています。 

 

 

十日市小学校 児童数・学級数推計          

  年度 

 

学年 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

1 年 85  3  78  3  68  2  65  2  80  3  79  3  72  3  

2 年 89  3  85  3  78  3  68  2  65  2  80  3  79  3  

3 年 84  3  89  3  85  3  78  3  68  2  65  2  80  3  

4 年 101  3  84  3  89  3  85  3  78  3  68  2  65  2  

5 年 84  3  101  3  84  3  89  3  85  3  78  3  68  2  

6 年 87  3  84  3  101  3  84  3  89  3  85  3  78  3  

特支 14  3  12  3  13  3  15  3  17  3  17  3  18  3  

合計 544  21  533  21  518  20  484  19  482  19  472  19  460  19  

 ※特別支援学級への入学者は、一律３名として推計。 
       

 ※特別支援学級は、２学年に１学級として推計 
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令和６年５月１日現在、ク ラス 数１２（う ち特別支援学級３）、生徒数２９２人、職員数４７人と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十日市中学校 生徒数・学級数推計 
         

 年度 

 

学年 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

1 年 99  3  78  2  75  2  87  3  64  2  81  3  73  2  

2 年 95  3  99  3  78  2  75  2  87  3  64  2  81  3  

3 年 83  3  95  3  99  3  78  2  75  2  87  3  64  2  

特支 15  3  12  3  12  3  12  3  12  3  12  3  12  3  

合計 292  12  284  11  264  10  252  10  238  10  244  11  230  10  

 ※特別支援学級への入学者は、一律４名として推計。 
       

 ※特別支援学級は、３学級として推計 
         

 ※R5 十日市小・粟屋小・酒河小から R6 十日市中に入学した割合を用いて、R7 以降の入学者を推計。  

  （十日市中学校区外からの入学者は考慮していない。） 
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2 . 4  自 然 災 害 へ の 備 え  

三 次 市 防 災 ハ ザ ード マ ッ プ で は 、想 定 し 得 る 最 大 規 模 の 降 雨 ( １/ 1 , 0 0 0 年

確 率 規 模 以 上 ) によ り 河 川 が 氾 濫 し た 場 合 に 、十 日 市 小 ・ 中 学 校 と も 、５ ⅿ 以

上 １０ ｍ 未 満 の 浸 水 が 想 定 さ れ る 区 域 と な っ て い ま す。 

小・中学校は、災害時 の補助避難所と し て 指定さ れてい る ため 、建築 物 ・ 設 備

の 耐震性確保、電源・給水の 最低限の 確保など を 行う 必 要が あ り ま す。 
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～三次市教育大綱の基本理念～ 

高い志をも ち 夢や目標の実現に向けて挑戦し 自立を図るととも に 

多様な共創により  住み続けたいまち三次を実現する 

心豊かで たくましい ひとづくり  

 

3. 十日市小・中学校改築の基本理念・方針 

 基本理念 

 

本市では、「三次市教育大綱」において、「高い志をも ち 夢や目標の実現に向けて挑

戦し 自立を図るととも に 多様な共創により  住み続けたいまち三次を実現する 心豊かで 

たくましい ひとづくり 」を基本理念と しています。 

学校は、児童生徒の学習機会と 学力を保障する役割だけでなく、全人的な発達・成長

を保障する 役割や、人と 安全・安心につながる こ と ができ る 居場所と して身体的、精神

的な健康を保障する福祉的な役割も 担っています。 

また、学校なら ではの児童生徒同士の学び合いや、多様な他者と 協働して主体的に

課題を 解決しよ う と する 探究的な学び、多様な体験活動、地域の資源を 活用した教育

活動などを通じ て、地域の構成員としての自覚や主権者と しての意識を育み、持続可能

な社会の創り 手となるために試行する場でも あ り ます。 

特に、十日市地域は本市の中心部に位置している こ と や、本市の中で児童生徒数が

最も 多いこ と 、まち中で周辺と のつながり を 多様に持ちやすい特性などから 、本市の教

育大綱を具現化し、こ れから の日本型教育のモデルと なる 可能性を大きく秘めています。 

これら のこ と から 、十日市小・中学校等の改築にあ たっては、前例にと ら われる こ と な

く 、多様で魅力的な学びを実現し、新たな価値を創造する にふさ わしい学校をめざ しま

す。 
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3.2 基本方針 

 

 

本市では、義務教育９年間を学習指導要領に則り 、小中一貫した教育課程を実施していま

す。また、学校・家庭・地域が協働して、地域で子ども を育てる学校・まちづくり を進めてきま

した。 

学校施設整備にあたっては、児童生徒一人ひとり の成長の連続性が担保され、多様なつ

ながり の創出にもつながるなど、これまで実施してきた小中一貫教育の良さを十分に活かせ

る施設として、また、多様な学びの環境づくり や、敷地の有効活用の観点から、「施設一体型

小中一貫校」として整備します。 

 

 

 

・児童生徒の学習や生活の場として良好な環境に配慮した施設を確保するとともに、障害や

特別な配慮を必要とする児童生徒など、全ての子ども たちの生命と健康を守るために、十

分な防災性や防犯性などの安全性を備えた、安心で快適な施設環境を確保していくこと

が不可欠である。 

・災害時の避難所機能の確保とともに、バリ アフリ ー化等により 利用者すべてに優しい学校

施設として整備する。 

＜具体的事項＞ 

・不審者の侵入防止や周辺の視線対策など、十分な安全・防犯対策。 

・児童生徒の多様な特性に配慮した空間の検討。 

・人の目による見守り を考慮した諸室配置。 

・通学路の安全対策を考慮した動線。 

・災害時の避難機能の強化。 

 

・世の中の変化が激しいＶＵＣＡ( Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ変動性、Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ不確実性、Ｃｏｍｐｌｅｘｉ

ｔｙ複雑性、Ａｍb ig u ity 曖昧性) の時代に、子どもたちが幸せに生き抜くことができるよう 、

主体性を育む探究的な学びへの転換が図られている。
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・持続可能な社会の担い手を育てる観点、また、より 豊かに生きる力を育てるためにも 、主

体性（自己決定、自己選択、自己修正等）を育む教育が重要である。

＜具体的事項＞ 

・探究的な学びやＩＣＴ活用など、多様化・高度化する社会に対応するための学習環境。

・教育方法の変化に対応する柔軟性・可変性のある空間構成。

・小中連携が円滑に進む施設整備。 

  

・学校の中だけで完結する学びから、「人は人により磨かれる」ことを基盤に、十日市の強み

である周辺との混ざり あいやすさや多様な資源、市周辺部とのアクセスのしやすさなどを

最大限に生かし、学校を積極的に外に開いていく学びを創造することが重要である。 

・多様な視点やつながり の可能性を広げるため、十日市中学校区における児童生徒の交流

を図ることができるよう な施設整備が必要である。 

・時代の変化や社会的課題に対し、長く使い続ける施設として常にアップデートできる柔軟

性・可変性をもつ学校とする。 

＜具体的事項＞ 

・セキュリ ティに配慮しつつ、まちづくり と連携ができる施設。 

・校庭・屋内運動場等については、地域の方々も利用できるよう 地域開放を考慮した配置。 

 

・限られた敷地の中で必要な施設・設備を確保していくために、校舎の配置や階高の工夫、

多目的・多機能な諸室の配置など、効率的かつ効果的な配置・運用を行う 。 

・限られた財源の中で、魅力ある学校施設の整備に取り 組むためには、適切にコストコント

ロールしながら目標とする性能を確保するなど、効率的かつ効果的に学校施設を整備す

ることが重要である。 

＜具体的事項＞ 

・教職員にとっても働きやすい環境整備。 

・学校に必要な機能等を定めた標準仕様を基本とし、維持管理がしやすく、後年度負担が

軽減される施設整備。 

・今後の教育環境や社会状況に柔軟に対応できる施設整備。 
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No ご意見 基本構想(たたき台)への反映 

１  特色や個性があり，コンセプトがわかり

やすい学校。 

■基本理念(P12) 

・多様で魅力的な学びを実現し，新たな価値を創造

するにふさわしい学校をめざします。 

２ 
 

 

子どもは減っているが，多様な子どもた

ちが増えているため，必要な教室の数は

増えている。 

■基本的な考え方①安全・安心な学校(P13) 

・児童生徒の多様な特性に配慮した空間の検討。 

３ 

 

・社会を作っていく担い手である子ども

たちを育てられるような施設，文化と伝

統が継承され，新しく更新していく学

校。 

 

■基本的な考え方②主体性を育む学校(P13～14) 

・探究的な学びやＩＣＴ活用など、多様化・高度化

する社会に対応するための学習環境。 

・教育方法の変化に対応する柔軟性・可変性のある

空間構成。 

４ 

 

子どもも職員ものびのびと開放的に過ご

せる空間にしたい。 

■基本的な考え方②主体性を育む学校(P13～14) 

・教育方法の変化に対応する柔軟性・可変性のある

空間構成。 

５ 

 

薄くなった地域の関りに対して，このタ

イミングをきっかけにまちづくりにもつ

なげていきたい。 

■基本的な考え方③多様なつながりで共創する学校

(P14) 

・セキュリティに配慮しつつ，まちづくりと連携が

できる施設。 

・校庭・屋内運動場等については，地域の方々も利

用できるよう地域開放を考慮した配置。 

６ 

 

地域の人の生涯学習も含め，児童生徒が

生き生きと学習できる学校。 

■基本的な考え方③多様なつながりで共創する学校

(P14) 

・セキュリティに配慮しつつ，まちづくりと連携が

できる施設。 

・校庭・屋内運動場等については，地域の方々も利

用できるよう地域開放を考慮した配置。 

７ 

 

ここにずっといる人だけでなく通り過ぎ

る人にも優しい学校。 

■基本的な考え方④効率的・効果的な施設・設備の

配置と運用(P14) 

・今後の教育環境や社会状況に柔軟に対応できる施

設整備。 

８ 

 

教職員の働きやすさを工夫できるような

学校。 

■基本的な考え方④効率的・効果的な施設・設備の

配置と運用(P14) 

・教職員にとっても働きやすい環境整備。 

９  外観は木材を使った楽しい学校。 基本計画以降での検討とします。 

第１回策定委員会（4月24日）での主なご意見と対応 

資料４ 
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